
引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途について

平成26年4月１日から施行された消費税及び地方消費税の税率の引上げに伴い、県から市
町に交付される地方消費税交付金も増額となりますが、その増額分は、全て社会保障財源化
することとなっています。

本市でも、この趣旨を踏まえ、県から交付される地方消費税交付金の増加分を全て社会保
障施策に要する経費に充当しましたのでお知らせします。

社会保障財源額算定式

14,450百万円 × 2／12 × 各市町の人口 ／ 滋賀県人口

14,450百万円 × 2／12 × 49,955人 ／ 1,410,777人 ≒ 85,27885,278千円千円

野洲市における社会保障財源額野洲市における社会保障財源額

※県の平成26年度地方消費

市町交付金当初予算額
※人口は平成22年度国勢調査人口



※事務費及び人件費（サービス提供に直接従事しない職員分）については除外しています。

（歳入） 地方消費税交付金（社会保障財源化分） 85,278千円

（歳出） 社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 5,038,841千円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】 （単位：千円）

2,294,35585,278334,0772,325,1315,038,841合計

568,34921,12530,15559,410679,039小計

145,8215,4207,6310158,872各種予防接種委託料、結核健康診断委託料疾病予防事業

16,5756164,6623,44625,299各種がん検診委託料、生活習慣病予防検診委託料健康増進事業

35,1911,3085601,50938,568妊婦健康診査費、未熟児養育医療費給付費母子保健事業

370,76213,78117,30254,455456,300
後期高齢者医療負担金事業費、後期高齢者医療特別会計繰出金、
後期高齢者医療健康診査事業費高齢者医療事業

保健衛生

665,15324,72356,951209,704956,531小計

69,2702,5750105,147176,992国民健康保険特別会計繰出金国民健康保険事業

412,66515,33813,610315441,928
低所得者利用者負担対策費、介護保険事業特別会計繰出金、介
護予防支援サービス費介護保険事業

183,2186,81043,341104,242337,611福祉医療費助成事業福祉医療費助成事業

社会保険

1,060,85339,430246,9712,056,0173,403,271小計

98,4733,6600298,295400,428生活保護費（生活扶助、住宅扶助、医療扶助等）生活保護扶助事業

104,6413,889058,789167,319児童扶養手当費母子父子福祉事業

669,29324,877245,1671,137,8032,077,140児童手当費、公立・民間保育所運営費、学童保育所運営費児童福祉事業

8,1053011,804010,210老人保護措置費高齢者福祉事業

180,3416,7030561,130748,174障害者自立支援給付費障がい者福祉事業
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